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報告の内容

1. 自己紹介（研究テーマ、経歴、農業史研究室について）
2. 秦野の史料との出会い
3. 時代背景としての人口減少：現代との共通点と相違点
4. 秦野の人々はいかに家と村を守ってきたか

——「遺跡」に注目して——
5. おわりに



研究テーマ

•近世農村における養子縁組の研究
•日印農村史の比較史的研究
•村落構造の研究
•職業ネットワークの研究（安居院庄七・報徳運動・農協運動な
ど）

• 環境史（コモンズ・入会林野の研究ほか）
• 食生活史（ベジタリアン・牛肉食の歴史ほか）
• 農業技術史(牛と人間の関係ほか）
⇒一言で言えば、「お百姓さん」の研究



業績



経歴
1977年 広島県広島市で生まれる
1996年 女子学院高等学校卒業
1996年 東京大学教養課程文科三類進学
2000年 東京大学大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻農業史研究室修士課程
修了
2000年 秦野市史編さん史料調査員（～2005年）
2007年 東京大学大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻農業史研究室博士課程
修了
2009年 東海大学教養学部人間環境学科自然環境課程非常勤講師（～2012年）
2011年 東京大学大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻助教
2013年 東京大学大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻農業史研究室講師
2018年～ 現職
2023年～ オハイオ州立大学客員研究員、ニューカッスル大学客員研究員



秦野と農業史研究室

•農業史研究室を作った古島敏
雄先生（1912－1995）が市史
編纂を担当

• 櫛田和幸氏「古島敏雄先生と秦
野市史」『わたしたちに刻まれ
た歴史: 追想の古島敏雄・百合子
先生』古島敏雄・百合子御夫妻
追悼文集刊行会、1996



秦野市の史料との出会い



秦野市の史料との出会い

• 秦野市市史編纂室（2000年当
時）で宗門改帳と出会う

• 史料の分析結果：養子の平均
年齢が28歳（！）

• 「身寄りのない子どもを引き取
ること」が養子縁組ではないの
か？

• 婿養子であれば、昔の人は早婚
というのは誤りなのか？

→日本の養子研究を始める
→歴史人口学に出会う



速水融先生と歴史人口学

• 古島先生の指導教官である東
畑精一東京大学農学部教授
（1899-1983）・農水官僚東
畑四郎（1908-1980）の甥

• 三重に疎開中、東畑先生に本を
返しにきた古島先生に遭遇

• アナール派の「世帯復元」と
時刻表をもとにした発想によ
りBDS（ベーシック・デー
タ・シート）を開発、宗門改
帳を使った歴史人口学的研究
の先駆的存在となる

速水融先生（1929-2019）
出所：日本学士院ウェブサイト



宗門改帳とは何か

• 宗門改の開始（1640）
• キリスト教・日蓮宗不受不施派

の取締り強化
• バテレン追放令(1587)
• 禁教令（1612）
• 島原の乱(1637-1638)

• 人別改・人畜改の開始（安
土・桃山時代）

• 挑発可能な人口・牛馬数を調査
する必要性

→近世中期には両者が統合



宗門改帳とは何か
• 寺請制度

• 旦那寺と檀家の関係を証明
• 多くの場合は村役人が三月頃に作

成、寺の住職による確認
• 村に残されるのは控え

• 縁組による世帯移動や出生などのライ
フイベントが発生したときは、書き込
みや付箋で記録、清書したものを提出

• 作成された地域・時代によって形
式が異なる

• 基本的に毎年作成されるが、和歌山
藩では6年に１度作成

• 世帯主との続柄・年齢が分かる
• 女性の場合は続柄のみで名前が省略

される場合も



BDSとは何か

• BDS（世帯（＝家）単位の
シート）、VBDS（村単位の
シート）に分類される

• 繋げることによって人物・世
帯の動向を効率的に追うこと
が可能

• 初婚年齢・初産年齢等も判明
• 結婚回数・離婚回数などの追跡

も可能に
出所：京都・西堂町綿屋忠兵衛家のBDS（19世紀）
https://www.kansai-
u.ac.jp/reed_rfl/archive/08_1.php



横野村VBDS

注：横野村宗門改帳（後述）から戸石作成。



宗門改帳と近世史料
村の史料（主に名主が作り・保管す
るもの）
• 検地帳
• 村絵図
• 宗門改帳
• 年貢皆済目録
• 村入用帳
• 御用留
• 村送り証文
• 寺送り証文

家の史料（村人が私的に作り・保管
するもの）
• 証文（遺跡証文等）
• 書状
• 覚書
• 日記



時代背景としての人口減少：
現代との共通点と相違点



若年人口比率の違い：1738年と2020年

出所：令和元年度保健福祉事務所秦野センター年報
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/73869/
r1nenpou.pdf

出所：元文三年相州大住郡横野村人別宗門改帳より
戸石作成



関東の人口減少：松平定信『宇下人言』

「いま関東の近き村々、荒地多
く出来たり、ようよう村には名
主ひとりのこり、その外はみな
江戸へ出ぬというがごとく」



関東の人口減少：武陽陰士『世事見聞録』

「関東の内にも、常陸・下野は過半荒れ地潰れ家出来たる由、
もっともこの辺の風俗古来、子を間引くとて生まれたる子を
殺す故、だんだん人少なになりたりという説あれども、しか
し、これは右の子を間引き取るにはあるべからず、その事は
昔よりの仕曲となれば、さあらば古来も人少なにてあるべき
はずなるに、前々は豊饒なる国などと見えて、名将・英雄・
豪傑も発り、民家も沢山にありて、御入国の頃まではさのみ
余国に劣らざる相応の国柄にてやありけん。（中略）しから
ば全く子を殺す故にはあるべからず。人少なになり荒れ地出
来たるは、およそ百余年以来の事なり」



近世後期の人口（全国）



近世後期の人口（関東）



秦野の人々はいかに
家と村を守ってきたか

——「遺跡」に注目して——



三嶽敏雄先生による「遺跡」の説明

• 「農家の部屋住の若者が後家の百姓株式を譲り受けて独立する
ことが出来る。所持地の少ない農家では⾧男以外は部屋住みと
して一生をおくるほかないが、たまたま働き手を失った後家が
出現すると持参金づきで跡におさまることができる。持参金を
借金することが多いが、領主から課せられる負担や人足差出し
は軒割が多く、村では一軒でも潰れるとその負担が他へしわよ
せられるので、できるだけ戸数を維持する必要がある。」

三嶽敏雄「村の税の負担と治山治水」『秦野市史研究』23号より



横野村の宗門改帳一覧
（1738－1870）

前期

• 『元文三年相州大住郡横野村人別宗門御改帳』(1738)

• 『寛保三年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1743)
• 『延享元年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1744)

• 『延享弐年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1745)

• 『延享三年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1746)

• 『延享五年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1748)

• 『寛延弐年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1749)

• 『宝暦八年相模国大住郡横野村宗門御改帳』(1758)
• 『明和八年相模国大住郡横野村宗門人別帳』(1770)

• 『明和九年相模国大住郡横野村宗門人別帳』(1771)

• 『安永四年相模国大住郡横野村宗門人別帳』(1774)

※題名推定

• 『寛政九年相模国大住郡横野村宗門人別帳』(1797)

後期
• 『天保十年相模国大住郡横野村宗門御改御帳』(1839)

• 『天保十四年相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1843)

• 『嘉永三年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1850)

• 『嘉永四年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1851)

• 『嘉永六年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1853)

• 『安政二年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1855)

• 『安政三年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1856)

• 『安政四年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1857)

• 『安政六年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1859)

• 『文久二年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1862) 

• 『文久三年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1863) 

• 『元治元年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1864)  

• 『元治二年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1865)

• 『明治二年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1869)

• 『明治三年小田原領相模国大住郡横野村切支丹宗門御改御帳』(1870)



横野村の宗門改帳一覧
（1738－1870）

• 現存する最古のものは元文三年（1738）のもの、最も新しいも
のは明治三年（1870）のもの

• 計28冊
• 寛政九年（1797）以降、41年間の空白あり。それまでの世帯の

動向が追えなくなる
• 前期13冊（1738-1797）と後期13冊（1839-1870）と分けて分析
• 村方騒動によって史料が失われた？

• 天保十年（1839）から明屋敷（空家）数が〇〇（人名）跡とし
て記録される

• 小田原藩領になり宗門改帳の形式が変わった？



横野村（神奈川県秦野市）の人口



横野村の明屋敷一覧
（1839―1870）



明屋敷のその後
明屋敷期間再興年消滅年再興時世帯員名前世帯番号

22年18651843傳良（33）、女房（27）太平治①

4年以上1843観察不能
玄秀（42）、妻みさ（37）、
女子なぎ（9）、男子茂十郎
（6）、女子なつ（3）

何兵衛②

4年以上1843観察不能
儀右衛門（47）、女房（40）、
女しげ（17）、女かく（10）、
女ひやく（4）

伝蔵③

23年以上1862観察不能金五郎（36）、女房（30）、
くめ（2）喜久右衛門④

21年以上観察不能1844～1849の間―佐助⑤

7～2年18511844～1849の間茂右衛門（27）茂右衛門⑥

9年以上観察不能1862―ちよ⑦

2年以上観察不能1866～1868の間―八左衛門⑧



家を守るために奮闘する人々



横野村空き家発生時の世帯構成
「鰥寡孤独」



遺跡証文のひな型（1778）



遺跡証文のひな型（1778）



秦野市の遺跡証文（1742）



定悟郎寺送り証文（1845）
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定悟郎村送り証文（1845）
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※弥勒寺村は現在の
松田町大字寄あたり



寺社奉行への届け（1845）
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横野村で行われた養子縁組
村送り状・寺送り状に見る記載

計記載なし「養子」「遺跡」「聟」または「聟養子」種類

235567件数

※「遺跡」と「養子」については同一人物が重複して計上されているので、縁組の実際の合計件数は22。



横野村で行われた養子縁組
宗門改帳のデータによる分類

計データなし明屋敷養子入夫または婿入夫婿養子種類
22322339件数

※「データなし」は宗門改帳欠年のため。



養子とされた入夫「修五郎」

• 村送り証文（1856）
• 「其御村方百姓辰五郎殿江聟養子遣申し候」とあるので、辰五郎の養

子になっているように見える

• 宗門改帳
• 1856年の世帯主は「辰五郎後家」ろく

• 修五郎はろくと結婚、「辰五郎」と改名
• ろくは、1855に死亡した夫辰五郎との間に儲けた一女はまと亡夫の母と同居

→なぜ入夫であることを隠したのか？



家を守るために奮闘する村



横野村（神奈川県秦野市）の人口



横野村の明屋敷（＝空き家）一覧
（1839―1870）



横野村の家数はなぜ一定か？

• 百姓株式
• 屋敷地（宅地）＋田畑（耕地）＋山林（入会権）のセット

• 1839年以降の横野村の家数（＝百姓株式数）
• 有人の家の数＋明屋敷=63

• 近世農村で見られた家数の固定
• 資源配分のため（内藤二郎『近世本百姓体制の研究』
• 村の存続のため（白川部達夫『近世の百姓世界』）
• 村単位で課された夫役の人数確保のため（三嶽敏雄「村の税の負担と

治山治水」、桑原恵「近世農民の「家と家族」）
• 横野村では村方騒動による五人組の強化が一因？

• どの明屋敷がどの五人組に所属しているかも記録される



明屋敷のその後
明屋敷期間再興年消滅年再興時世帯員名前世帯番号

22年18651843傳良（33）、女房（27）太平治①

4年以上1843観察不能
玄秀（42）、妻みさ（37）、
女子なぎ（9）、男子茂十郎
（6）、女子なつ（3）

何兵衛②

4年以上1843観察不能
儀右衛門（47）、女房（40）、
女しげ（17）、女かく（10）、
女ひやく（4）

伝蔵③

23年以上1862観察不能金五郎（36）、女房（30）、
くめ（2）喜久右衛門④

21年以上観察不能1844～1849の間―佐助⑤

7～2年18511844～1849の間茂右衛門（27）茂右衛門⑥

9年以上観察不能1862―ちよ⑦

2年以上観察不能1866～1868の間―八左衛門⑧



柏木何兵衛家の再興



柏木何兵衛家の再興

• 1843年に伊豆山村から、妻子と共に横野村「何兵衛」の養子と
なる

• 1839年では「何兵衛」の家は明屋敷

→何兵衛は既に死亡、死人との養子縁組
→なぜ、明屋敷であることを隠したのか？
• 1859～1862年の間に当主になった息子は「何兵衛」を名乗り、

明治時代には「柏木」姓を名乗る
• 父玄秀の実家は相原姓

→実質的には「何兵衛」の「跡式」を再興



柏木何兵衛家の再興
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※子安村は現在の神奈川県
横浜市神奈川区の一部



おわりに

• 数字だけを見ると、横野村の世帯数や人口は安定
• 家単位での努力
• 村単位での努力

→「遺跡」という言葉に象徴されるシステムが地域社会の安定・存続
に大きく貢献
• 現代の日本政府や地方自治体の役所も同じ課題に直面

• 空き家等対策措置法施行（2015）
• 秦野市都市部交通住宅課住宅政策・移住相談担当「空き家にしない「わが家」の終活

ノート」
（URL:https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1589781958471/ind
ex.html）

• 国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」(2019)
• 農地付き空き家



秦野市都市部交通住宅課
「空き家にしない「わが家」の終活ノート」



国交省「『農地付き空き家』の手引き」
今なぜ「農地付き空き家」なのでしょうか。
昨今、「田園回帰」という流れがあると言われています。総務省が平
成 28 年度に行った「『田園回帰』に関する調査研究」によると、過
疎地域における人口移動について、若い世代で地方への移住の動きが
見られ、内閣府による「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」
（平成 26 年）においても、約 4 割の人が移住を希望する旨の意向が
示されています。(中略)
こうした中、全国の中には、都会からの移住者に対して空き家に隣接
する遊休農地をセットで提供するなどの事例もあります。空き家は上
手く使えば地域の「資源」となるものであり、地域の合意形成の中で
こうした資源を活用していくことで地方創生や地域の活力の維持・向
上につながることも期待されます。

出所：国土交通省 土地・建設産業局住宅局「『農地付き空き家』の手引き」2019
（URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/nouchitsukiakiya_tebiki.pdf）
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